
ふるさとの夏を満喫しよう！ 津山の夏祭り
 

 観光
津山納涼ごんごまつりＩＮ吉井川
とき　８月５日㈯午後２時～（ごんごおどり＝午後５時15分～）
　　　８月６日㈰午後２時～（和っしょい！津山＝午後２時～、花火＝午

　　後８時～）
ところ　吉井川河岸緑地公園、ごんご通り
内容　総勢約2,000人によるごんごおどり、｢水色花火」や「虹花火」など

約6,000発、太鼓の演奏や創作ダンスなどのステージイベント
※花火は少雨決行。荒天時は翌日に順延
問同実行委員会事務局（観光振興課内）☎32-2082
阿波ふるさとふれあい納涼星空祭り
とき　８月13日㈰午後６時30分～９時（花火＝午

後８時45分～）
ところ　あば交流館駐車場(阿波）
内容　屋台、ステージイベント、
　花火約300発
※小雨決行。荒天時は中止
問同実行委員会事務局（阿波出張所地域振興課内)
　☎32-7042

津山市職員採用資格試験・育児休業代替任期付職員登録試験
 

 

問〒708-8501津山市山北520人事課（市役所３階）☎32-2043

採
用

とき　９月17日㈰受付午前８時30分～、試験開始午前９時～　　ところ　津山市役所本庁舎
申込方法　人事課または各支所・出張所担当課に備え付けの申込書（市ホームページから印刷可）に必

要事項を記入し、郵送または直接申し込む
募集期間　８月２日㈬～24日㈭午後５時15分必着
※詳しくは、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください

かもの夏まつり
とき　８月14日㈪午後7時～10時30分（花火＝

午後９時50分～）
ところ　加茂中学校（加茂町桑原）
内容　屋台、ステージイベント、花火約1,000発
※雨天の場合、屋台やステージイベントは加茂町

スポーツセンターで実施し、花火は翌日に順延
問同実行委員会事務局（作州津山商工会加茂支所
内）☎42-2092
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児童扶養手当の現況届
問こども課(津山すこやか・こどもセンター内)

☎32-2065、各支所・出張所担当課

子
育
て

　８月以降の支給の要否を確認するため、現況
届を提出してください。支給停止中の人も必ず
提出してください。
　２年間未提出の場合は、
受給資格が消滅します。
なお、対象者には、必要書
類などを記載した案内を７
月下旬に郵送します。現況
届は窓口に用意していますので、必要書類など
を持参の上、本人が直接窓口に来てください。
受付期間　８月１日㈫～31日㈭午前８時30分～

午後５時15分（金曜日は、津山すこやか・こ
どもセンターのみ午後７時まで受け付けます)
ところ　こども課または各支所・出張所担当課
※本庁舎こども課分室では受け付けできません
※詳しくは、お問い合わせください

ご利用ください
発達障害者支援相談窓口

問障害福祉課（市役所１階10番窓口)
☎32-2067、　32-2153

相
談
支
援

　市では、障害があってもその人らしく安心し
て暮らしていけるよう支援するため、４月から
障害福祉課内に発達障害者支援コーディネータ
ーを配置して、｢発達障害者支援相談窓口」を開
設しています。
　電話や窓口でお気軽にご相談ください。
受付時間　月曜日～金曜日午前９時～午後４時
　(12月29日～１月３日、祝日を除く）　
対象者　15歳以上で発達障害（疑いを含む）の

ある人、その家族や支援者など
具体的な相談例
・発達障害の特性の理解が得られない
・就職活動を行っているが、なかなか採用され

ない　など
※ご来所の際は、できるだけ事前に予約してく

ださい
※子どもの発達障害については、療育センター(津

山すこやか・こどもセンター２階）☎32-2174
へご相談ください

特別児童扶養手当所得状況届
と特別障害者手当等現況届
問障害福祉課(市役所１階10番窓口)☎32-2067、

32-2153、各支所・出張所担当課

子
育
て

■特別児童扶養手当所得状況届
　８月以降の支給の要否を確認するため、所得
状況届を提出してください。
　支給停止中の人も必ず提出してください。
■特別障害者手当等現況届
　障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福
祉手当を受給している人は、現況届を必ず提出
してください。

―――――――― 共通項目 ――――――――
受付期間　８月14日㈪～９月11日㈪
ところ　障害福祉課または各支所・出張所担当課
対象者には、必要書類などを記載した案内を８
月上旬に郵送します。必要書類などを持参の上、
障害福祉課または各支所・出張所担当課へ提出
してください。詳しくは、お問い合わせください

65歳以上の入院時生活療養
費(居住費)の負担額変更

問保険年金課（市役所１階９番窓口)
☎32-2071

医
療
費

　平成29年10月１日から、国民健康保険や後期
高齢者医療制度に加入している「65歳以上の医
療療養病床の入院に係る居住費負担額」が変更
になります。
（現行）

（平成29年10月１日から）

※ただし、難病患者や老齢福祉年金の受給者は、
１日０円で据え置き

 

 FAX

 FAX

 

所得区分
一般（下記以外の人)

１日あたりの居住費負担額
320円

低所得者Ⅱ 320円
低所得者Ⅰ 320円

所得区分
一般（下記以外の人)

１日あたりの居住費負担額
370円

低所得者Ⅱ 370円
低所得者Ⅰ 370円

募集職種 採用人数 受験資格

事務職
(短大・高校卒) １人程度

平成8年4月2日～平成12年4月1日に生まれた人で、短期大学、高等専門学校、
専修学校もしくは高等学校等を卒業した、または平成30年3月31日までに卒業
見込みの人
※学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した、または平成30年3
月31日までに卒業見込み、もしくは独立行政法人大学評価・学位授与機構か
ら学士の学位を授与された、あるいは平成30年3月31日までに授与される見
込みの人は受験できません

土木技術職 ２人程度

昭和57年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく大学、短期大学、
高等専門学校、専修学校（専門課程の修了年限が2年以上のものに限る）もし
くは高等学校で土木の専門課程を修了した、または平成30年3月31日までに卒
業見込みの人

育児休業代替
任期付職員
（建築技術職）

５人程度

昭和38年4月2日以降に生まれた人で、①～③のうち、いずれかに該当する人。
①一級建築士資格を有する人。②二級建築士資格を有する人。③学校教育法に
基づく大学、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程の修了年限が2年
以上のものに限る｡）または高等学校で建築の専門課程を修了した人


